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  平成22年1月19日付けで第三者評価の実施をお申込みいただいたすずらんデ

イサービスセンターにつきましては、第三者評価結果に基づき、下記のとおり

アドバイスをいたしますので、今後の事業所の運営及びサービスの提供に役立

ててください。  

記  

 

特に良かった点と  

その理由(※) 

Ⅲ適切な介護サービスの実施  
（3）個別状況に応じた計画策定  
(通番18)利用者・家族の希望尊重  
 アセスメントに基づいて利用者の状況を把握し、本人や家族

の希望を出来る限り尊重した個別援助計画を作成し、日々の

援助に生かされている。楽しみの一つである食事に関して、

管理者が調理師の有資格者であり、日々の会話の中で利用者

が食べたいもの等の情報を得た際は、すぐにメニューに取り

入れられる体制があり、事業所のセールスポイントの一つと

なっている。  
 
(6)衛生管理  
(通番27)事業所内の衛生管理等  

日々の清掃は出勤している職員全員で行っており、共用フロ

アやベッド周り等は清潔に保たれている。テーブルや手すり

は消毒液で拭き、清潔に保っている。換気扇が多く、事業所

内に空気がこもらないよう配慮している。湿度計等で湿度の

管理も行っている。事業所内には季節感を感じさせるものを

掲示する等、安心感を与える心地よい空間作りに配慮されて

いる。  
 
Ⅳ利用者保護の観点  
(1)利用者保護  
(通番32)利用者の決定方法  
事業所の定員内であれば全ての利用者を受け入れる方針を

実践している。胃ろうへの対応も可能である。定員を超える

場合には理解を得られるよう説明を行っている。年中無休で

運営しており、家庭的な雰囲気を大切にし、利用者や家族に

安心感を与えている。  
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特に改善が  

望まれる点と  

その理由(※) 

Ⅰ介護サービスの基本方針と組織  
(2)計画の策定  
(通番4)業務レベルにおける課題の設定  
 事業所内で月1回の定例会議を実施し、課題や問題点の話し

合いが行われているが、課題の進捗状況、達成状況等を検証

するまでには至っていない。  
 
Ⅱ組織の運営管理  
(3)地域との交流  
(通番14)地域への貢献  
地域住民とのつながりが薄く、介護事業所としての技術や情

報を地域に提供する機会も多くはない。事業所に相談に来ら

れた方に対しても、すぐに地域包括支援センターへと繋いで

いる。地域に根ざした事業所の運営及び事業所の持つ専門的

な情報の積極的な発信が今後の課題である。  
 
Ⅲ適切な介護サービスの実施  
(7)危機管理  
(通番28)事故・緊急時等の対応  
地域との連携や避難場所等を念頭に置いた非常災害のマニュ

アル作成や避難訓練は行われていない。  
 
Ⅳ利用者保護の観点  
(1)利用者保護  
(通番31)プライバシー等の保護  
排泄や入浴に際し、利用者の羞恥心に配慮した援助が行われ

ているものの、排泄時間や介助方法等の個人情報の一部が事

業所内に掲示されていた。  
訪問調査時に、大声でのトイレ誘導や利用者を「ちゃん」づ

けで声かけする場面が見られた。  
 

具体的なアドバイス  

Ⅰ介護サービスの基本方針と組織  
(2)計画の策定  
(通番4)業務レベルにおける課題の設定  
全体的に取り組みに対応する記録が不足していたように感

じます。課題設定や職員間での打ち合わせ、日々の利用者・

家族からの聞き取り内容等を、事業所の決められたフォーム

に記録することで、業務の問題点や事業所の方針が、職員に

もより明確に意識付けされるのではないでしょうか。  
 
Ⅱ組織の運営管理  
(3)地域との交流  
(通番14)地域への貢献  
地域住民の方が事業所に相談に来られた時は、一度じっくり

とお話を伺ってみてはいかがでしょうか。その上で事業所で

お答えできることにはお答えし、地域包括支援センターをご

案内するのが適当な場合は連絡を取って差し上げれば、地域

住民の方が事業所に興味を持ったり、地域のニーズを聞き取

る機会も増えるのではないでしょうか。  
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Ⅲ適切な介護サービスの実施  
(7)危機管理  
(通番28)事故・緊急時等の対応  
非常災害等では地域との連携も必要ですので、積極的に地域

の避難訓練に参加し、協力関係を築く土台を作ってはいかが

でしょうか。また、そういった機会等に介護事業所としての

専門的な情報等を提供したり、他の地域行事へ参加するきっ

かけづくりに努めてみてはいかがでしょうか。  
 
Ⅳ利用者保護の観点  
(1)利用者保護  
(通番31)プライバシー等の保護  

府や民間の研修等に参加することで、個人情報やプライバ

シー保護に関して更なる知識を得て、事業所全体で勉強会

を開く等、定期的に学ぶ場を設け職員全体で周知徹底を図

ることが望まれます。羞恥心への配慮、個人記録の管理方

法等合わせて検討されてはいかがでしょうか。  
個人情報やプライバシー保護に関して定期的に知識を得る

機会を設け、職員全体で周知徹底を図ってはいかがでしょ

うか。利用者を「ちゃん」づけで呼ぶことを本人が望む場

合も、年長者である利用者に対しての呼びかけ方は、本人

や家族の希望、周囲の人々の気持ち等を見極めた上で慎重

に決定することが重要ではないでしょうか。トイレ誘導に

ついても、特に食事中等は他人にあまり知られたくない心

理が働くことが想定できますので、同様に慎重に検討すべ

きであると考えます。  
また、利用者ごとの入浴介助や排泄介助等の手順をサービ

ス提供の場に掲示すると、他の利用者や訪問者の目に留ま

ることも考えられますので、職員のみが目にすることの出

来る場所へ移してはいかがでしょうか。  
※それぞれ内容を３点程度に絞って掲載しています。評価項目毎のコメントを「評価結果

対比シート」に記載しています。  



（様式６）

事業所番号

事業所名

受診メインサービス
（1種類のみ）

併せて評価を受けた
サービス(複数記入可)

訪問調査実施日

評価機関名

自己評価 第三者評価

理念の周知と実践 1 B B

組織体制 2 B B

事業計画等の策
定

3 B B

業務レベルにおけ
る課題の設定

4 C C

法令遵守の取り組
み

5 A A

管理者等による
リーダーシップの
発揮

6 A A

管理者等による状
況把握

7 A A

（評価機関コメント）

行政からの資料等を事務所に備え付け、サービス提供現場ではインターネットでWAMNET情
報を引き出せる環境を作っている。管理者は定例会議等で職員に口頭で必要な情報を伝達
し、主導して意見を引き出すよう努めている。管理者は事務所内に常駐して随時報告を受
け、緊急時の連絡体制も取れるようにしている。

経営責任者又は運営管理者は、自らの役割と責任を職員に対して
表明し、事業運営をリードしている。

経営責任者又は運営管理者は、事業の実施状況等を把握し、いつ
でもスタッフに対して具体的な指示を行うことができる。

評価結果対比シート

大項目 中項目 小項目
通
番

評価項目

平成22年3月30日

評価結果

2670600556

すずらんデイサービスセンター

組織の理念及び運営方針を明確化・周知している。また、法人の
経営責任者（運営管理者含む）及び事業所のスタッフ全員が、理
念及び運営方針に沿ったサービスの提供を実践している。

（評価機関コメント）

経営責任者（運営管理者含む）は、公正・適切なプロセスで意志
決定を行い、組織としての透明性の確保を図っている。

(1)組織の理念・運営方針

理念・規定を明文化し、事業所内に掲示している。不定期ではあるものの定例会議内で理念
の読み合わせを行う場面もあり、職員に対して周知するべく取り組んでいる。利用者の家族
に対して理解を深めるような取り組みは今後の課題である。組織図や各役職の権限を定め
ており、運営に関する話し合いは幹部職員が必要に応じて集まって行っている。

（評価機関コメント）

通所介護

－

Ⅰ 介護サービスの基本方針と組織

(2)計画の策定

(3)管理者等の責任とリーダーシップ

組織として介護サービスの向上に向けた計画を策定するとともに
着実に実行している。また計画策定には多角的な視点から課題を
把握している。

各業務レベルにおいて課題が設定され、各部門全体が課題の達成
に取り組んでいる。

遵守すべき法令等を正しく理解するための取組みを行っている。

幹部職員が話し合って事業計画等を策定している。事業計画への職員の意見の反映や定期
的な現状分析・見直し等は今後の課題としている。看護職員は今年から申し送りノートを元に
月1回会議を開催するようにしており、全職員が参加する定例会議で情報提供を行う方針で
ある。

株式会社ケア・ウィル



自己評価 第三者評価

質の高い人材の
確保

8 B B

継続的な研修・Ｏ
ＪＴの実施

9 B B

実習生の受け入
れ

10 B B

労働環境への配
慮

11 B B

ストレス管理 12 B B

地域への情報公
開

13 B B

地域への貢献 14 C C

自己評価 第三者評価

事業所情報等の
提供

15 B B

内容・料金の明示
と説明

16 B B

実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし、体制を整備
している。

（評価機関コメント）

基準を十分満たした厚い人員配置をしており、質の高い支援の実現に向けて努めている。職
員の資格取得に向けた費用の一部負担や勉強会を実施する等の支援を行っている。研修計
画の作成については今後の課題としているが、外部研修に参加する機会を設けて事業所内
で伝達研修も行っている。今年は初めて実習生を受け入れる予定である。

採用時研修・フォローアップ研修等を実施し、段階的に必要な知
識や技能を身につけることができる。また業務を通じて日常的に
学ぶことを推進しており、スーパービジョンを行う体制がある。

評価項目大項目 中項目 小項目
通
番

残業は管理者により管理されている。休暇は職員の希望に添えるように努め、育児や介護の
場合にも対応している。職員の要望の聞き取りや対応は行っているが、今後の更なる改善を
課題としている。休憩場所は明確に定めてはいないが、サービス提供現場に面した相談室や
2階事務所を使用している。年2回以上職員の親睦会を開き、会費等を助成している。

Ⅱ組織の運営管理

(1)人材の確保・育成

質の高い介護サービスを提供できる人材の確保のために、必要な
人材や人員体制についての管理・整備を行っている。

質の高い介護サービスを提供することができるよう、スタッフの
労働環境に配慮している。

スタッフの業務上の悩みやストレスを解消するために、具体的な
取組みを行い業務の効率を高めている。また、スタッフが充分に
くつろげ、心身を休めることができる休憩場所を確保し必要な環
境を整備している。

評価結果

(2)労働環境の整備

通
番

評価項目
評価結果

(3)地域との交流

（評価機関コメント）

Ⅲ 適切な介護サービスの実施

(1)情報提供

利用者（希望者含む）に対してサービス選択に必要な情報を提供
している。

事業所のパンフレットを作成し、地域包括支援センターや来所した地域住民の方等に情報を
提供している。見学者の記録を作成し、適切に管理されている。玄関には利用者の手作り作
品等を飾り、道行く人の目に留まるようにしている。

(2)利用契約

介護サービスの利用に際して必要となる内容や料金について、利
用者に分かりやすく説明し同意を得ている。

大項目 中項目 小項目

（評価機関コメント）

地域との関係づくりの重要性を十分に理解しており、地域の合同学習会に参加して高齢者問
題について話し合ったり、地元小学校の「お仕事体験」を受け入れたりしている。地域との関
わりを大切にしている。地域住民と良好な関係を築いていきたいという意欲が強く、今後更に
地域に根付いた事業所の実現に向けた取り組みを検討している。

事業所の運営理念を地域に対して開示し、広報するとともに、利
用者と地域との関わりを大切にしている。

事業所が有する機能を地域に還元している。

（評価機関コメント）

（評価機関コメント）
サービスの開始前に、重要事項説明書に基づいて担当者からサービスの内容・料金制度に
関して利用者・家族へ説明が行われている。成年後見制度等を理解し、関係機関への橋渡し
等は可能である。



アセスメントの実
施

17 B B

利用者・家族の希
望尊重

18 A A

専門家等に対する
意見照会

19 B B

個別援助計画等
の見直し

20 A B

多職種協働 21 B B

業務マニュアルの
作成

22 B B

サービス提供に係
る記録と情報の保
護

23 B B

職員間の情報共
有

24 B B

利用者の家族等と
の情報交換

25 A A

感染症の対策及
び予防

26 B B

事業所内の衛生
管理等

27 A A

事故・緊急時等の
対応

28 B B

事故の再発防止
等

29 B B

定期的又は必要に応じて、個別援助計画等の見直しを行ってい
る。

（評価機関コメント）
利用前にも本人や家族の要望、生活状況を踏まえたアセスメントが行われている。ケアマネ
ジャーや各医療機関、専門職と連携して個別計画が作成されているが、定期的なモニタリン
グや評価については今後の課題としている。

個別援助計画等の策定に当たり、必要に応じて利用者の主治医・
OT/PT・介護支援専門員・他のサービス事業所等に意見を照会し
ている。

(4)関係者との連携

利用者の主治医をはじめ、関係機関との間で、連携体制又は支援
体制が確保されている。

（評価機関コメント）
サービス担当者会議や退院時のサマリー等各関係機関との連携及び支援体制が確保され
ている。介護予防の申請をしていないこともあり、地域包括支援センターとの連携が比較的
少なく、今後の課題としている。

(3)個別状況に応じた計画策定

利用者一人ひとりの心身の状況や生活状況を踏まえたうえでアセ
スメントを行っている。

(5)サービスの提供

事業所業務について、標準的な実施方法（業務マニュアル・手順
等）が整備され、スタッフに活用されている。標準的な実施方法
は自立支援につながり、事故防止や安全確保を踏まえたものに
なっている。

利用者の状況及びサービスの提供状況等が適切に記録されてお
り、管理体制が確立している。

利用者の状況等に関する情報をスタッフ間で共有化している。

事業者はサービスの提供にあたって、利用者の家族との情報交換
を行っている。

（評価機関コメント）

各種マニュアルを作成し、必要に応じて見直しが実施されている。職員への伝達事項等があ
れば、朝礼等の際に管理者から職員へ伝達している。月1回の定例会議では職員間で利用
者についての意見交換を必要に応じて行っている。送迎やイベント開催時の家族との情報交
換や連絡帳等で、随時家族とのコミュニケーションをとっている。

個別援助計画等の策定及びサービスの提供内容の決定に際して、
利用者及びその家族の希望を尊重している。

(6)衛生管理

感染症の対策及び予防に関するマニュアルの作成等により、ス
タッフ全員が感染症に関する知識をもってサービスの提供を行っ
ている。

施設（事業所）内における物品等の整理・整頓及び衛生管理を行
い、効率的かつ安全なサービスの提供を行っている。

（評価機関コメント）

マニュアルを作成し、必要に応じて見直している。行政からの感染症に関する情報をリアルタ
イムで入手し、その都度職員に対して会議の席等で伝達している。職員やその家族に感染症
の疑いがある際は休暇させ、二次感染を防ぐための対策を講じている。掃除は毎日職員が
行い、テーブルや手すりは常に消毒して清潔に保っている。換気扇が多く、事業所内に空気
がこもらないよう換気に配慮している。湿度計等で湿度の管理も行っている。

(7)危機管理

事故や緊急時、災害発生時等における対応等を定めたマニュアル
があり、年に１回以上、必要な研修又は訓練が行われている。

発生した事故等に係る報告書や記録を作成し、事故の再発の防止
のために活用している。

（評価機関コメント）

事業所内での地震等緊急時の対応マニュアルを作成し、地震を想定した避難訓練を利用者
と共に行っている。地域との連携を念頭に置いた訓練の実施を今後の課題としている。ヒヤリ
ハットを活用し、定例会議等で報告や分析、対策を行う等職員間の情報の共有と再発防止を
図っている。



自己評価 第三者評価

人権等の尊重 30 B B

プライバシー等の
保護

31 B B

利用者の決定方
法

32 A A

意見・要望・苦情
の受付

33 B B

意見・要望・苦情
等への対応とサー
ビスの改善

34 B B

第三者への相談
機会の確保

35 B B

利用者満足度の
向上の取組み

36 C C

質の向上に対する
検討体制

37 B A

評価の実施と課題
の明確化

38 B B

利用者本位のサービス提供及び高齢者の尊厳の保持に配慮した
サービス提供を行っている。

(2)意見・要望・苦情への対応

(3)質の向上に係る取組

月1回定例会議を開催してサービス内容について検討し、欠席者には議事内容を回覧してい
る。地域の同種サービスの会合で、他事業所との情報交換を行っている。自主点検表は3名
の担当者で作成し、その過程及び結果をもとに会議の中で話し合いがもたれている。今回の
第三者評価に当たっては、自己評価項目の読み合わせ等を全職員で行って、理解を深める
よう努めた。

送迎では利用者1人に対して軽自動車1台、職員2名が対応し、その際に利用者や家族の意
向等を聞き取って、その都度話し合いや対応を行っているものの、記録への落とし込みは今
後の課題としている。イベントの開催時にも家族の参加を呼びかけ、個別に話し合いの場を
持つようにしている。

利用者のプライバシーや羞恥心について、常に問題意識をもって
サービスの提供を行っている。

サービス利用者等の決定を公平・公正に行っている。

利用者の満足度を把握し、サービスの質の向上に役立てている。

（評価機関コメント）

サービス提供状況の質の向上のため、定期的に評価を実施すると
ともに、評価結果に基づいて課題の明確化を図っている。

評価項目
評価結果

Ⅳ利用者保護の観点

(1)利用者保護

大項目 中項目 小項目
通
番

サービスの質の向上に係る検討体制を整備し、運営管理者を含む
各部門の全職種のスタッフが積極的に参加している。

公的機関等の窓口に相談や苦情を訴えるための方法を、利用者及
びその家族に周知している。

（評価機関コメント）

利用者の尊厳について理念に掲げ、日々の援助の中で話し合い、職員への意識付けを図っ
ている。入浴時や排泄時の利用者の羞恥心に配慮しているが、今後はプライバシーや個人
情報に関する取り組みを課題としている。利用者定員を超えない限り、利用の申込を断ること
はなく、胃ろうへの対応も可能である。

利用者の意向（意見・要望・苦情）を広く拾い上げ、収集する仕
組みが整備されている。

利用者の意向（意見・要望・苦情）に迅速に対応するとともに、
サービスの向上に役立てている。

（評価機関コメント）




